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令和元年第 9回名取市教育委員会定例会 会議録 

 

1 会議の年月日 

  令和元年 9月 27日（金） 

 

2 会議の場所 

名取市役所 6階東側会議室 

 

3 出席した者 

  教育長 瀧澤 信雄 

  教育長職務代行委員 佐藤 俊隆 

  教育委員 相原 芳市 

  教育委員 浅野 かおる 

  教育委員 洞口 ひろみ 

 

4 欠席した者 

  なし 

 

5 説明のために出席した者 

  菊池教育部長、大友理事兼学校教育課長事務取扱、大友教育部次長兼庶務課長、 

  大久保次長兼生涯学習課長、渡辺文化・スポーツ課長兼復興ありがとうホストタウン室長、 

  齋藤教育部企画員兼庶務課長補佐、佐々木裕美主幹兼庶務係長 

 

6 議事日程 

  日程第 1 前回会議録の承認 

  日程第 2 会議録署名委員の指名 

  日程第 3 教育長報告 

（１）一般事務報告 

（２）行事予定 

日程第４ 専決事務報告 

（１）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その１） 

（２）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その２） 

日程第５ 議事 

議案第 21号 名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定について 

 

7 開会時刻 

  午前 10時 00分 
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8 会議の概要 

瀧澤教育長 

ただいまより令和元年第９回名取市教育委員会定例会を開催いたします。 

それでは、日程第１ 前回会議録の承認についてですが 8月 26日開催の第 8回定例会会議

録については、先日各委員宛配付済みであります。この内容について、ご質疑等ございませ

んか。 

 

全委員 

なし。 

 

瀧澤教育長 

なければ、会議録につきましては承認といたします。 

次に、日程第 2 会議録署名委員の指名につきましては、佐藤委員並びに洞口委員を指名い

たします。よろしくお願いします。 

次に、日程第 3 教育長報告（1）一般事務報告について、教育部長報告をお願いします。 

 

菊池教育部長 

資料は 2ページと 3ページとなります。私からは、9月 3日から 25日までの会期で行なわ

れました令和元年第 4回名取市議会定例会の関係についてご報告いたします。 

はじめに、教育委員会関係の一般質問です。お手元に本日別冊資料として一般質問通告書・

総括質疑通告書をお配りしておりますので、併せてご確認いただきたいと思います。 

さて、9 月議会の一般質問でありますが、6 名の議員から 17 件の質問がありました。その

うち教育長答弁は 14 件、市長答弁は 3件でありました。一般質問の内容としましては「校納

金の振替手数料の負担について」、「会計年度任用職員制度の活用について」、「社会教育の充

実について」、「小中学校の空調設備について」、「一般家庭用除草剤の危険性について」、「交

流人口の拡大について」、「プラスチックごみ対策について」でありました。 

また、総括質疑につきましては、3名の議員から 5件の質疑がありましたが、全て市長答弁

であります。総括質疑の主な内容は、「小・中・義務教育学校の修繕・改修の要望について」、

「中学校吹奏楽部の楽器の補修・更新状況について」、「学校給食費無償化にむけた進捗状況・

値上げしない検討について」、「生徒の不登校等の実態と訪問指導員の取り組みについて」、「い

じめ防止対策調査委員会及び生徒指導問題対策委員会の重点課題の取り組みについて」であ

りました。これらにつきましては、適宜回答しております。 

なお、答弁内容につきましても、別冊資料としてお配りしておりますので、後でご覧いた

だきたいと思います。 

次に議決事項です。前回定例会の専決事務報告で審議・承認いただきました令和元年度名

取市一般会計補正予算（第 3号）（教育費）につきましては、原案のとおり議決されておりま

す。その他、名取市教育委員会教育長の任命について及び名取市教育委員会委員の任命につ

いてですが、お手元に配布しております資料のとおり市長から提案がなされ、原案のとおり
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瀧澤教育長、荒井龍弥氏を任命することについて、議会の同意を得られております。私から

は以上です。あとは、各課から報告をさせていただきます。 

 

瀧澤教育長 

   庶務課お願いします。 

  

大友教育部次長兼庶務課長 

庶務課から 1 点ございます。2 ページ 21 番、9 月 4 日（水）に開催された第 2 回名取市教

育振興基本計画策定委員会についてです。今回は協議事項として、学校教育に関するアンケー

ト調査実施に関し、対象とする児童・生徒(小学 5 年・中学 3 年)と保護者用のアンケート設

問・選択肢案をお示しし、内容について各委員の皆様からご意見や要望を頂いきました。 

その後、それらを踏まえ、設問や選択肢等の修正を行ったうえで、最終的なアンケート内

容を策定いたしました。現在のところ、10 月 9 日(木)に各学校を通し児童･生徒及び保護者

へのアンケート用紙の配布を行い、各自アンケートを記載のうえ 10 月 17 日(木)まで返信用

封筒により投函する日程で進めております。庶務課からは、以上でございます。 

  

瀧澤教育長 

   学校教育課お願いします。 

 

大友理事兼学校教育課長 

3 点お話しいたします。1 点目は、2 ページ 4 番、名取市子どもの心のケアハウス運営連絡

会です。はなもも教室の運営は、順調に進んでいます。現在、正式通所児童生徒は、小学生

が 3 人、中学生が 11 人、計 14 人となりました。運営連絡会では、代表の校長先生、教頭先

生、生徒指導担当の先生と教育委員会、はなもも教室担当者が、現状と今後の取組等につい

て情報交換を行いました。保護者の思いの見取り、様々な実態の児童生徒に即した指導の在

り方など、課題は多いですが、自立に向けての活動の支援がしっかりできるよう、運営の充

実を図ってまいります。 

2 点目は、3 ページ 39 番、増田中学校の豊かな心を育む研究推進事業・実践発表です。県

内各地から約 90 名の先生方が参加されました。1 年生から 3 年生で、道徳の授業を公開しま

した。授業は、「考え議論する道徳の指導の在り方」を意識した取組があり、様々な話合いの

方法を取り入れた授業を公開しました。各分科会では、ワークショップ形式で充実した話合

いが行われ、道徳の授業づくりについて、考えを深めることができました。 

3 点目は、3 ページ 53 番、市防災担当者会です。今回は、ゆりが丘小学校の「下校時に地

震が発生した際の避難訓練」、「メール配信システムを活用した安否確認の仕方」などを見学

しました。様々な場面を想定した避難訓練を実施することで、訓練の質を高めていくことの

大切さを確認しました。また、各学校の危機管理マニュアルについても情報交換を行い、見

直しと改善の在り方について話合いを深めました。以上です。 
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瀧澤教育長 

  生涯学習課お願いします。 

 

大久保次長兼生涯学習課長 

生涯学習課から 2 点報告いたします。1点目は全て地区民体育大会になります。2ページ 14

番、9月 1日(日)高舘地区民体育大会、15番、増田西地区民体育大会、24番、9月 7日（土）

閖上地区民体育大会、25番、9月 8日（日）館腰地区民体育大会、3ページ 33番から 36番、

9月 14日（土）増田地区民体育大会、愛島地区民体育大会、名取が丘地区民体育大会並びに

那智が丘地区民体育大会が全て開催され、大きな事故もなく無事終了いたしました。 

   2点目になります。2ページ、19番の子育てサポーター養成講座です。安心して子どもを育

成できる環境づくりと地域で活躍できる人材の育成を目的に事前に募集を行い、9名の参加

申込がありました。 

第1回目の講座を9月3日（火）に開催いたしました。受講者には申込者以外にも家庭教育

支援チーム及び地域学校協働活動の地域コーディネーターの方にも受講して頂き、10月1日

まで計5回を実施いたします。生涯学習課からは以上です。 

 

 瀧澤教育長 

それでは、文化・スポーツ課長兼復興ありがとうホストタウン室お願いします。 

 

渡辺文化・スポーツ課長兼復興ありがとうホストタウン室長 

文化・スポーツ課および復興ありがとうホストタウン推進室からは、特にございません。 

 

瀧澤教育長 

   ただいま報告のあった内容について、ご質疑等ございませんか。 

 

洞口委員 

4番、8月 27日の子どもの心のケアハウスについてです。オープンして何ヶ月か経ちます

が日々小学生、中学生がどの様な生活を送っているのかを聞きたいのですが。 

 

大友理事兼学校教育課長 

毎日通所しているわけではありませんが、通所した日は学習指導がありますし、それから

近くの畑などで栽培活動したり、ザリガニ釣をしたり、みんながある程度大人数の時は、ホッ

トケーキを作ったり、パフェを作ったりというような活動をして「縦のつながり」というの

を意識したり、それから自分の学習する場所がそれぞれ決まってきているようなので、そこ

で各自の課題に応じた学習活動をそれに対する支援を行っていると伺っております。 

 

洞口委員 

ありがとうございます。 
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瀧澤教育長 

回数は少ないようですけれども、閖上公民館の体育施設をお借りしてそこでスポーツをし

たりというともやっているようです。よろしいですか。ほかにご質問ございませんか。 

 

佐藤教育長職務代行委員 

29番の市子育てサポーター養成講座ですが、将来の方向性はどう考えていますか。 

 

大久保次長兼生涯学習課長 

できればこちらとしては家庭教育支援チームに参加頂きまして、そこの方を充実させてい

きながら今後もそういった事業を進めていきたいと考えております。 

 

瀧澤教育長 

いま家庭教育支援チームのスタッフは何人いるのですか。 

 

大久保次長兼生涯学習課長 

現在 3名です。 

 

瀧澤教育長 

今回新たに交代した人は 9 名。多くの方にその支援チームに入って参加していただければ

ありがたいということですね。養成講座は 10 月何日までということでしたか。 

 

大久保次長兼生涯学習課長 

10月 1日が最後の講座になります。 

 

瀧澤教育長 

他にご質問等ございませんか。 

 

全委員 

なし。 

 

瀧澤教育長 

なければ承認といたします。次に、（2）行事予定について説明をお願いします。 

 

菊池教育部長 

資料は 4 ページと 5 ページになります。私からは特にありませんが、次回の定例会、及び

懇話会の日程等につきましては、後ほどの協議の際にお願いいたします。あとは、各課から

報告をさせていただきます。 
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瀧澤教育長 

庶務課お願いします。 

 

大友教育部次長兼庶務課長 

庶務課からは、特にございません。 

 

瀧澤教育長 

学校教育課お願いします。 

 

大友理事兼学校教育課長 

3点お話いたします。1点目は、4ページ 15番、閖上小中学校学校説明会です。今回も閖上

小中学校へ入学、転学を希望、検討している保護者、小中一貫教育に興味のある方を対象に、

学校説明会を実施します。現時点では、保護者、幼児、児童、合わせて約 150 人の参加の希

望があります。学校概要の説明・校舎施設の見学を行い、希望者には個別相談会を実施しま

す。 

2点目は、4ページ 24番、5ページ 40番の心身障害児就学指導委員会です。就学指導委員

会は、例年 2 回実施しています。令和 2 年度就学予定児童・在学児童生徒の適切な就学につ

いて審議します。 

3点目は、5ページ 45番、東北福祉大 SSW実習です。東北福祉大学からの依頼を受け、SSW

の実習を実施します。SSWは教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技

術を有する方です。名取市でも現在 2 名の SSW に様々な相談に乗っていただいています。実

習生が実際の相談に乗ることは難しいですが小学校、中学校、はなもも教室、放課後児童ク

ラブ等の見学を通して SSWの実際を体感することを中心に実習を進めていきます。以上です。 

 

瀧澤教育長 

生涯学習課お願いします。 

 

大久保次長兼生涯学習課長 

生涯学習課から 2 点説明いたします。5ページの 34番・35番、10月 20日(日)閖上公民館

まつり並びに名取が丘公民館まつりが開催されます。 

   2点目は、10月 27日（日）に図書館まつりが開催されます。いろいろ趣向を凝らして、開

催するということになっておりますので、お時間がございましたら足を運んでいただければ

と思います。以上です。 

 

瀧澤教育長 

文化・スポーツ課長兼復興ありがとうホストタウン室お願いします。 

 

渡辺文化・スポーツ課長兼復興ありがとうホストタウン室長 
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文化スポーツ課からですが、2点ご説明いたします。先ず、1点目は、4ページ 5番になり

ます。10月 1日（火）令和元年度名取市スポーツ賞顕彰の式典を、午前 10時から名取市文化

会館中ホールで開催されます。当日は、市制施行式典において、最初に市制功労表彰、次に

元気高齢者の表彰、そして名取市スポーツ賞顕彰式の順に執り行われます。 

今回のスポーツ顕彰者の内訳としては、スポーツ功績賞（個人）各部門個人合計は 115 名

8 名の増、また、指導者については 2 名の方が、団体については 8 団体 2 増、となっていま

す。以上 117 名と 8 団体がスポーツ功績表彰となります。教育委員の皆様には出席頂きます

よう、よろしくお願いいたします。 

2 点目は、同じく 4 ページ 21 番になります。10 月 14 日（月）体育の日、午前 9 時から、

第 48回名取市総合スポーツ祭健康づくりトータルスポーツ大会が、名取市民球場にて開会式

が行われ開催されます。当日は、ニュースポーツの実技や健康運動体験などが行われ、会場

は十三塚公園陸上競技場、テニスコート、そして名取市民体育館を合わせ開催されます。各

競技等の参加については無料で、年齢性別問わず、会場で随時受け付けておりますので、お

時間がございましたら是非ご参加いただければと思います。 

次に、復興ありがとうホストタウン推進室からは、1点ご説明いたします。戻って、4ペー

ジ 7番になりますが、10月 1日（火）カナダを知る講演会＆市民交流会を午後 3時より、復

興ありがとうホストタウン推進実行委員会主催により開催いたします。先に講演会について

は、午後 3 時から文化会館中ホールにおいて、元カナダ日本大使によるカナダについての基

調講演を開催します。その後、会場を小ホールに移して午後 5 時から市民交流会を開催いた

します。交流会については、「カナダを知る・ふれあう・あじわう市民交流会」の内容で企画

しておりますので、委員の皆様には、是非ご参加のほどお願いします。当日は午前の市制施

行記念式典に引き続きとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。文化・スポーツ課

および復興ありがとうホストタウン推進室からは、以上となります。 

 

瀧澤教育長 

ただいまの連絡についてご質問等があればお願いいたします。 

 

佐藤教育長職務代行委員 

4ページ 15番、閖上小中学校説明会ですけども、転校、転学、入学を検討している児童生

徒の傾向はどうでしょうか。 

 

大友理事兼学校教育課長 

新しく入学するお子さん、それから新 7 年生、現在の 6 年生の人数が多いというデータが

出ています。 

 

瀧澤教育長 

正確な数は今手元にないのですが、新 1 年生の未就学児が 10 名ほどあったと思いますね。 

今の 6年生が約 20名ということで、やはり区切りがいい学年ということで、入学・転学を考
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えているご家庭が多いのではないかと思います。説明会にいらっしゃった方すべて入学とい

うわけではないと思うのですが、去年とだいたい同じくらいになると思います。 

 

佐藤教育長職務代行委員 

教室が足りなくなるとかは、ないですか。 

 

瀧澤教育長 

今年度 1 年生が 2 学級となったために、1 学期に仮の仕切りを入れて多目的ホールを 2 つ

に分けて使っておりましたが、夏休み中にすべて工事をしまして、多目的ホールは 1 つ少な

くなってしまったのですが、2 教室は確保してあります。ですから、来年仮に 1 年生が 2 学

級になっても対応はできます。特別支援学級はどうですか。 

 

大友理事兼学校教育課長 

特別支援学級は、現在 3 学級です。来年度 4 月から弱視学級と難聴学級が設置されるので

はないかという見通しです。そうすると特別支援学級は 5 学級となりますので、現在は 4 学

級で特別支援学級のスペースを確保しておりますことから、1 学級増えた分は、3 階東側の 

多目的ルームを 3 分割できるというかたちになっておりますので、そこを工夫して使うよう

なことで対応するようなことで現状では妥当なのかなということです。 

先程言いました就学指導委員会でどの様な結論が出るかによっても変わってきますので、

その点は注意深く対応していきたいと思っています。 

 

瀧澤教育長 

ここ 2・3年はちょっとやりくりをしたいと思います。これがこれからも続くと全部の学年

2学級まで受け入れられますというのは、説明会で言ってきたのですけれども、実際そうなっ

た場合まったく余裕がなくなります。教室とか小学校の中に入っている子どもたちが使う 

更衣室とかも教室に転用しないと間に合わないので、5年後 10年後を考えた場合に根本的に

教室確保を考えなければならない時期がやってくるかもしれないですね。 

しかし、多くの方が閖上小中学校に魅力を感じて関心を持っていただいているということ

は、今年度の学校説明会の申し込み状況でうかがえるのかなということです。他にございま

せんでしょうか。 

 

全委員 

なし。 

 

瀧澤教育長 

なければ承認とさせていただきます。 

次に日程第 4 専決事務報告に入ります。専決事務報告（1）情報公開制度に伴う行政文書

の開示決定等について（その１）を議題とします。教育部長、説明をお願いします。 
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菊池教育部長 

専決事務報告（1）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その 1）ですが、

資料は、6ページ、7ページとなります。本日配付の別冊の専決事務報告資料、これは開示決

定通知書と実際に公開した行政文書ですが、1ページから 16ページになります。 

本件は、名取市情報公開条例第 7条第 1項の規定に基づき、令和元年 8月 20日付けで仙台

市に所在する法人から、名取市立増田中学校校舎増築（建築）工事(平成 28年 8月 4日入札)

の金入設計書について開示請求がありました。 

請求された行政文書には、同条例第 10条第 6号に規定する非開示情報が含まれていること

から部分開示とし、同条例第 8条第 1項において「開示請求のあった日から起算して 15日以

内に開示決定等を行わなければならない」とされていることから、名取市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第 3条第 1項第 3号の規定に基づき、8月 23日専決をなし部分開示決

定を行いましたので、同条第 2 項の規定により報告するものであります。以上ですが、詳細

について庶務課から説明をお願いします。 

 

大友教育部次長兼庶務課長 

庶務からは特にございません。 

 

瀧澤教育長 

只今説明のあった内容について、ご質疑等があればお願いします。資料 1 ページから 16

ページまでがその内訳ですね。よろしいでしょうか。 

 

全委員 

なし。 

 

瀧澤教育長 

無ければ、専決事務報告（1）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その 1）

は、報告どおり承認といたします。 

 

瀧澤教育長 

   次に、専決事務報告（2）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その 2）を

議題とします。教育部長、説明をお願いします。 

 

菊池教育部長 

専決事務報告（2）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その 2）ですが、

資料は、8ページ・9ページとなります。別冊の専決事務報告資料は、17ページから 24ペー

ジです。 

本件は、前の専決事務報告同様、名取市情報公開条例第 7 条第 1 項の規定に基づき、令和

元年 8 月 20 日付けで仙台市に所在する法人から、閖上公民館・体育館改築（建築）工事(平
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成 30年 5月 17日入札)の金入設計書について開示請求がありました。 

請求された行政文書には、同条例第 10条第 6号に規定する非開示情報が含まれていること

から部分開示とし、同条例第 8条第 1項において「開示請求のあった日から起算して 15日以

内に開示決定等を行わなければならない」とされていることから、名取市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第 3条第 1項第 3号の規定に基づき、8月 27日専決をし、部分開示決

定を行いましたので、同条第 2 項の規定により報告するものであります。以上ですが、詳細

について生涯学習課から説明をお願いします。 

 

大久保次長兼生涯学習課長 

特にありません。 

 

瀧澤教育長 

質問などありますか。なければ、専決事務報告（2）情報公開制度に伴う行政文書の開示決

定等について（その 2）報告通り承認したいと思いますが、ご異議ございませんか･･･。この

開示請求者は同じですね、その 1とその 2は。 

 

大友次長兼庶務課長 

同じです。 

 

全委員 

異議なし。 

 

瀧澤教育長 

異議がないものと認め、専決事務報告（2）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等につ

いて（その 2）は、報告のとおり承認といたします。 

次に、日程第 5 議事に入ります。議案第 21号 名取市教育委員会事務決裁規程の一部を

改正する訓令の制定についてを議題とします。教育部長、説明をお願いします。 

 

菊池教育部長 

議案第 21 号 名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定についてです

が、資料は 10ページから 15ページ、そのほか別冊で、本日配布しております議案第 21号資

料（２枚もの）これは新旧対照表になります。 

本件は、来月 10月から名取市会計規則が改正され、市の施設や機関、教育委員会では学校

や公民館等が該当しますが、これら施設の電気・水道・電話等の公共料金の支払いについて、

口座自動振替の方法により行うことが可能となることから、その関連例規であります教育委

員会事務決裁規程を改正するものであります。以上ですが、詳細については庶務課より説明

をお願いします。 
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瀧澤教育長 

庶務課長お願いします。 

 

大友教育部次長兼庶務課長 

それでは庶務課から、名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定につき

まして補足の説明を申し上げます。この改正の理由につきましては、先程の部長からの説明

にもありましたが、事務の効率化を図るため公共料金の支払を従来の納付書払いの方式から、

口座自動振替方式に変更することに伴い、規程の一部改正を行うものでございます。 

では、お手元の別冊になっております、議案第 21号資料をご覧願います。この訓令により

改正を行おうとする訓令の新旧対照表でございますが、この新旧対照表によりご説明いたし

ます。 

ご覧いただいている表は、教育委員会事務決裁規程第 2条の規定に基づきまして、副市長、

教育長、教育部長及び教育部内の各課長が専決、いわゆる決裁できる区分を定めているもの

であります。今回、改正の主な内容としましては、規定の別表第 4等の改正を行うものです。 

それでは、改正案の中身について、ご説明いたします。別表第 4の「1支出負担行為の専決

額」の「11需要費」と「12役務費」の備考の部分及び、「2支出命令の専決額」の支出命令に

ついては、「担当課長全額とする。」の後に、「名取市会計規則第 69 条の 2 の口座自動振替に

よる支払のものについては、市長の事務部局(財政課)へ依頼する」旨の文言を新たに追加す

るものとなります。 

議案第 21 号 名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定についての補

足説明は、以上でございます。 

 

瀧澤教育長 

ただいま説明のあった内容について、ご質疑等ありませんか･･･。 

この措置によると学校とか公民館の事務量が少し軽減されるようになるのでしょうか。 

 

大友教育部次長兼庶務課長 

実際に軽減することになることになっています。 

 

瀧澤教育長 

そうすると今までは、学校・公民館で事務をやっていたのが、口座自動振り替えで教育部

の伝票処理は軽減され、自動的に納入されるということになるということですか。 

 

大友教育部次長兼庶務課長 

自動納付なので教育部の事務は軽減すると思います。 

 

瀧澤教育長 

他にありませんか。 



12 

全委員 

  なし。 

 

瀧澤教育長 

無ければ、議案第 21号については、原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

 

全委員 

  異議なし。 

 

瀧澤教育長 

異議がないものと認め、議案第 21号 名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓

令の制定については、原案のとおり承認といたします。本日の議案は、以上であります。 

 

 

午前 10時 35分終了 

 

 

 以上、会議の顛末を記録し、正当なることを証するため、ここに署名する。 
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